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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月14日(2020.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被覆基材であって：
　第１及び第２の主表面を含み、セルロース材料を含む基材；及び
　堆肥化可能な被覆の全乾燥重量を基準として６０重量％～９９重量％の少なくとも１種
類の堆肥化可能なポリマー、及び分散剤を含む堆肥化可能な被覆であって、前記分散剤は
、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、セルロース系多糖、バイオポリマー
多糖、及びこれらの任意の組合せからなる群から選択され、前記堆肥化可能な被覆は、前
記第１及び第２の主表面の少なくとも１つの上に配置されており、乾燥重量基準で約２０
グラム／平方メートル（ｇｓｍ）未満の被覆重量を有する、前記堆肥化可能な被覆；
を含み、
　前記被覆基材はＴＡＰＰＩ－５５９キット試験にしたがって測定して４～１２の範囲の
耐グリース性を有する、前記被覆基材。
【請求項２】
　前記被覆基材が堆肥化可能である、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項３】
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　前記被覆基材が紙を含む、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項４】
　前記被覆基材が、ＡＳＴＭ－Ｄ３２８５にしたがって測定して約２分後に約２０以下の
Cobb値を示す、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項５】
　前記堆肥化可能な被覆が、乾燥重量基準で約１０ｇｓｍ以下の被覆重量を有する、請求
項１に記載の被覆基材。
【請求項６】
　前記堆肥化可能な被覆が、乾燥重量基準で約１ｇｓｍ～約５ｇｓｍの被覆重量を有する
、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項７】
　前記堆肥化可能な被覆が、乾燥重量基準で５重量％未満の堆肥化可能でない添加剤を含
む、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項８】
　前記堆肥化可能な被覆が、乾燥重量基準で１重量％以下の任意の１種類の堆肥化可能で
ない添加剤を含む、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項９】
　前記堆肥化可能なポリマーが生分解性ポリエステルを含む、請求項１に記載の被覆基材
。
【請求項１０】
　前記生分解性ポリエステルが、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリマレート（ＰＭＡ）、ポリヒ
ドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢ）、ポリカプロ
ラクトン（ＰＣＬ）、ポリエステルアミド（ＰＥＡ）、ポリヒドロキシバレレート（ＰＨ
Ｖ）、ポリヒドロキシヘキサノエート（ＰＨＨ）、脂肪族コポリエステル（ＰＢＳＡ）、
ポリエチレンフラノエート（ＰＥＦ）、ポリブチレンスクシネート（ＰＢＳ）、ポリ（ポ
リセベート）(poly(polysebate))（ＰＰＳ）、及びポリグリコール酸からなる群から選択
されるポリマーを含む、請求項９に記載の被覆基材。
【請求項１１】
　前記堆肥化可能な被覆がレオロジー調整剤を更に含む、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項１２】
　前記レオロジー調整剤が、無機クレイ、セルロース系多糖、合成炭化水素ポリマー、ポ
リオレフィンスルホネート及びそのコポリマー、ポリビニルピロリドン、ポリスチレンと
無水マレイン酸のコポリマー、ポリメチレンエーテルと無水マレイン酸のコポリマー、バ
イオポリマー多糖、アクリルコポリマー、ポリアクリレートアンモニウム塩、ポリエーテ
ルカルボキシレートポリマー、及び塩基中和エチレンアクリル酸コポリマーからなる群か
ら選択される、請求項１１に記載の被覆基材。
【請求項１３】
　前記堆肥化可能な被覆がワックスを含む、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項１４】
　前記被覆基材が、ＴＡＰＰＩ－５５９キット試験にしたがって測定して７～１２の範囲
の耐グリース性を有する、請求項１に記載の被覆基材。
【請求項１５】
　請求項１に記載の被覆基材を含む製品包装体。
【請求項１６】
　基材及び堆肥化可能な被覆を含む堆肥化可能な被覆基材を製造する方法であって、
　セルロース材料を含む前記基材上に、前記堆肥化可能な被覆の全乾燥重量を基準として
６０重量％～９９重量％の少なくとも１種類の堆肥化可能なポリマー、分散剤、及び水を
含む水性分散液を施すことによって前記堆肥化可能な被覆基材を製造する工程であって、
ここで、前記分散剤は、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、セルロース系
多糖、バイオポリマー多糖、及びこれらの任意の組合せからなる群から選択される、前記
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工程；
を含み；
　前記堆肥化可能な被覆は、乾燥重量基準で約２０グラム／平方メートル（ｇｓｍ）以下
の被覆重量を有し；
　前記堆肥化可能な被覆基材は、ＴＡＰＰＩ－５５９キット試験にしたがって測定して４
～１２の範囲の耐グリース性を有する、前記方法。
【請求項１７】
　前記堆肥化可能なポリマーがポリ乳酸（ＰＬＡ）を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記堆肥化可能な被覆の被覆重量が乾燥重量基準で約１０ｇｓｍ以下である、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記堆肥化可能な被覆の被覆重量が乾燥重量基準で約１ｇｓｍ～約５ｇｓｍである、請
求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記堆肥化可能な被覆が、ＴＡＰＰＩ－５５９キット試験にしたがって測定して７～１
２の範囲の耐グリース性を有する、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記堆肥化可能なポリマーが、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリマレート（ＰＭＡ）、ポリヒ
ドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢ）、ポリカプロ
ラクトン（ＰＣＬ）、ポリエステルアミド（ＰＥＡ）、ポリヒドロキシバレレート（ＰＨ
Ｖ）、ポリヒドロキシヘキサノエート（ＰＨＨ）、脂肪族コポリエステル（ＰＢＳＡ）、
ポリエチレンフラノエート（ＰＥＦ）、ポリブチレンスクシネート（ＰＢＳ）、ポリ（ポ
リセベート）（ＰＰＳ）、及びポリグリコール酸からなる群から選択される、請求項１６
に記載の方法。
【請求項２２】
　前記被覆基材が、ＡＳＴＭ－Ｄ３２８５にしたがって測定して約２分後に約２０以下の
Cobb値を示す、請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１種類の堆肥化可能なポリマーが約０．２μｍ～約２０μｍの粒径を有
する、請求項１６に記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　[0053]種々の態様を詳細に且つその具体的な態様を参照することにより記載したが、特
許請求される主題の範囲から逸脱することなく修正及び変更が可能であることは明らかで
あろう。而して、明細書は、かかる修正及び変更が添付の特許請求の範囲及びそれらの均
等範囲内であるならば、本明細書に記載する種々の態様の修正及び変更をカバーすると意
図される。
　本発明の具体的態様は以下のとおりである。
　[１]
　被覆基材であって：
　第１及び第２の主表面を含み、セルロース材料を含む基材；及び
　少なくとも１種類の堆肥化可能なポリマー及び分散剤を含む堆肥化可能な被覆であって
、前記堆肥化可能な被覆は、前記第１及び第２の主表面の少なくとも１つの上に配置され
ており、乾燥重量基準で約２０グラム／平方メートル（ｇｓｍ）未満の被覆重量を有する
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、前記堆肥化可能な被覆；
を含み、
　前記被覆基材はＴＡＰＰＩ－５５９キット試験にしたがって測定して４～１２の範囲の
耐グリース性を有する、前記被覆基材。
　[２]
　前記被覆基材が堆肥化可能である、[１]に記載の被覆基材。
　[３]
　前記被覆基材が紙を含む、[１]に記載の被覆基材。
　[４]
　前記被覆基材が、ＡＳＴＭ－Ｄ３２８５にしたがって測定して約２分後に約２０以下の
Cobb値を示す、[１]に記載の被覆基材。
　[５]
　前記堆肥化可能な被覆が、乾燥重量基準で約１０ｇｓｍ以下の被覆重量を有する、[１]
に記載の被覆基材。
　[６]
　前記堆肥化可能な被覆が、乾燥重量基準で約１ｇｓｍ～約５ｇｓｍの被覆重量を有する
、[１]に記載の被覆基材。
　[７]
　前記堆肥化可能な被覆が、乾燥重量基準で５重量％未満の堆肥化可能でない添加剤を含
む、[１]に記載の被覆基材。
　[８]
　前記堆肥化可能な被覆が、乾燥重量基準で１重量％以下の任意の１種類の堆肥化可能で
ない添加剤を含む、[１]に記載の被覆基材。
　[９]
　前記堆肥化可能なポリマーが生分解性ポリエステルを含む、[１]に記載の被覆基材。
　[１０]
　前記生分解性ポリエステルが、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリマレート（ＰＭＡ）、ポリヒ
ドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢ）、ポリカプロ
ラクトン（ＰＣＬ）、ポリエステルアミド（ＰＥＡ）、ポリヒドロキシバレレート（ＰＨ
Ｖ）、ポリヒドロキシヘキサノエート（ＰＨＨ）、脂肪族コポリエステル（ＰＢＳＡ）、
ポリエチレンフラノエート（ＰＥＦ）、ポリブチレンスクシネート（ＰＢＳ）、ポリ（ポ
リセベート）(poly(polysebate))（ＰＰＳ）、及びポリグリコール酸からなる群から選択
されるポリマーを含む、[１１]に記載の被覆基材。
　[１１]
　前記分散剤が、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、セルロース系多糖、
バイオポリマー多糖、合成炭化水素ポリマー、鹸化脂肪酸、アクリルコポリマー、ポリア
クリレートアンモニウム塩、ポリエーテルカルボキシレートポリマー、及び塩基中和エチ
レンアクリル酸コポリマーからなる群から選択される、[１]に記載の被覆基材。
　[１２]
　前記堆肥化可能な被覆がレオロジー調整剤を更に含む、[１]に記載の被覆基材。
　[１３]
　前記レオロジー調整剤が、無機クレイ、セルロース系多糖、合成炭化水素ポリマー、ポ
リオレフィンスルホネート及びそのコポリマー、ポリビニルピロリドン、ポリスチレンと
無水マレイン酸のコポリマー、ポリメチレンエーテルと無水マレイン酸のコポリマー、バ
イオポリマー多糖、アクリルコポリマー、ポリアクリレートアンモニウム塩、ポリエーテ
ルカルボキシレートポリマー、及び塩基中和エチレンアクリル酸コポリマーからなる群か
ら選択される、[１４]に記載の被覆基材。
　[１４]
　前記堆肥化可能な被覆がワックスを含む、[１４]に記載の被覆基材。
　[１５]
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　前記被覆基材が、ＴＡＰＰＩ－５５９キット試験にしたがって測定して７～１２の範囲
の耐グリース性を有する、[１]に記載の被覆基材。
　[１６]
　[１]に記載の被覆基材を含む製品包装体。
　[１７]
　基材及び堆肥化可能な被覆を含む堆肥化可能な被覆基材を製造する方法であって、
　セルロース材料を含む前記基材上に、少なくとも１種類の堆肥化可能なポリマー及び水
を含む水性分散液を施すことによって前記堆肥化可能な被覆基材を製造する工程；
を含み；
　前記堆肥化可能な被覆は、乾燥重量基準で約２０グラム／平方メートル（ｇｓｍ）以下
の被覆重量を有し；
　前記堆肥化可能な被覆基材は、ＴＡＰＰＩ－５５９キット試験にしたがって測定して４
～１２の範囲の耐グリース性を有する、前記方法。
　[１８]
　前記堆肥化可能なポリマーがポリ乳酸（ＰＬＡ）を含む、[１７]に記載の方法。
　[１９]
　前記堆肥化可能な被覆の被覆重量が乾燥重量基準で約１０ｇｓｍ以下である、[１７]に
記載の方法。
　[２０]
　前記堆肥化可能な被覆の被覆重量が乾燥重量基準で約１ｇｓｍ～約５ｇｓｍである、[
１７]に記載の方法。
　[２１]
　前記堆肥化可能な被覆基材が、ＴＡＰＰＩ－５５９キット試験にしたがって測定して７
～１２の範囲の耐グリース性を有する、[１７]に記載の方法。
　[２２]
　前記水性分散液が少なくとも１種類の分散剤を含み、前記分散剤は、ポリビニルアルコ
ール、ポリエチレングリコール、セルロース系多糖、バイオポリマー多糖、合成炭化水素
ポリマー、鹸化脂肪酸、アクリルコポリマー、ポリアクリレートアンモニウム塩、ポリエ
ーテルカルボキシレートポリマー、及び塩基中和エチレンアクリル酸コポリマーからなる
群から選択される、[１７]に記載の方法。
　[２３]
　前記堆肥化可能なポリマーが、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリマレート（ＰＭＡ）、ポリヒ
ドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢ）、ポリカプロ
ラクトン（ＰＣＬ）、ポリエステルアミド（ＰＥＡ）、ポリヒドロキシバレレート（ＰＨ
Ｖ）、ポリヒドロキシヘキサノエート（ＰＨＨ）、脂肪族コポリエステル（ＰＢＳＡ）、
ポリエチレンフラノエート（ＰＥＦ）、ポリブチレンスクシネート（ＰＢＳ）、ポリ（ポ
リセベート）（ＰＰＳ）、及びポリグリコール酸からなる群から選択される、[１７]に記
載の方法。
　[２４]
　前記被覆基材が、ＡＳＴＭ－Ｄ３２８５にしたがって測定して約２分後に約２０以下の
Cobb値を示す、[１７]に記載の方法。
　[２５]
　前記少なくとも１種類の堆肥化可能なポリマーが約０．２μｍ～約２０μｍの粒径を有
する、[１７]に記載の方法。
　[２６]
　被覆基材であって：
　第１及び第２の主表面を含み、セルロース材料を含む基材；及び
　少なくとも１種類の堆肥化可能なポリマー及び分散剤を含む堆肥化可能な被覆であって
、前記堆肥化可能な被覆は、前記第１及び第２の主表面の少なくとも１つの上に配置され
ており、乾燥重量基準で約２０グラム／平方メートル（ｇｓｍ）未満の被覆重量を有する
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、前記堆肥化可能な被覆；
を含む、前記被覆基材。
　[２７]
　前記被覆基材が紙を含む、[２６]に記載の被覆基材。
　[２８]
　前記被覆基材が、ＡＳＴＭ－Ｄ３２８５にしたがって測定して約２分後に約２０以下の
Cobb値を示す、[２６]に記載の被覆基材。
　[２９]
　前記堆肥化可能な被覆が乾燥重量基準で約１０ｇｓｍ以下の被覆重量を有する、[２６]
に記載の被覆基材。
　[３０]
　前記堆肥化可能な被覆が５重量％未満の堆肥化可能でない添加剤を含む、[２６]に記載
の被覆基材。
　[３１]
　前記堆肥化可能なポリマーが、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリマレート（ＰＭＡ）、ポリヒ
ドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢ）、ポリカプロ
ラクトン（ＰＣＬ）、ポリエステルアミド（ＰＥＡ）、ポリヒドロキシバレレート（ＰＨ
Ｖ）、ポリヒドロキシヘキサノエート（ＰＨＨ）、脂肪族コポリエステル（ＰＢＳＡ）、
ポリエチレンフラノエート（ＰＥＦ）、ポリブチレンスクシネート（ＰＢＳ）、ポリ（ポ
リセベート）（ＰＰＳ）、及びポリグリコール酸からなる群から選択される、[２６]に記
載の被覆基材。
　[３２]
　前記分散剤が、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、セルロース系多糖、
バイオポリマー多糖、合成炭化水素ポリマー、鹸化脂肪酸、アクリルコポリマー、ポリア
クリレートアンモニウム塩、ポリエーテルカルボキシレートポリマー、及び塩基中和エチ
レンアクリル酸コポリマーからなる群から選択される、[２６]に記載の被覆基材。
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